
  資料１０ 

相模原市立環境情報センター 減免規定一覧  

 相模原市立環境情報センターの減免規定については、相模原市立環境情報センター条例

（以下「条例」という。）及び相模原市立環境情報センター条例施行規則（以下「規則」と

いう。）で規定されています。 

 詳細につきましては、条例、規則の抜粋は下記のとおりですので、参照してください。 

相模原市立環境情報センター条例（抜粋） 

(利用料金の減免) 

第１２条 前条第１項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、

利用料金を減額し、又は免除することができる。 

相模原市立環境情報センター条例施行規則（抜粋） 

(利用料金の減免) 

第１５条 条例第１２条の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合に、当

該各号に定める率により行う。 

（１）市が主催し、又は共催する環境の保全及び創造に関する事業のために利用すると

き。 ５０パーセント 

（２）国又は県が主催する環境の保全及び創造に関する事業のために利用するとき。  

５０パーセント 

（３）環境の保全及び創造に関する活動を行うことを目的とする団体が主催する事業の

ために利用するとき。 ５０パーセント 

（４）指定管理者が条例第２６条の規定により行う同条第９号の事業のために利用する

とき。 １００パーセント 

２ 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする利用者は、利用承認等申請書に

より指定管理者に申請しなければならない。ただし、同項第１号又は第４号の規定に

該当する場合は、これを省略することができる。 

３ 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、利用料金を、

減免するときは利用承認等通知書により、減免しないときはその旨を利用者に通知す

るものとする。 


